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厚
生
省
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

厚
生
省
組
織
規
程
（
昭
和
五
十
九
年
厚
生
省
令
第
三
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
の
五
の
見
出
し
中
「
老
人
保
健
指
導
官
、」

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、

第
三
号
を
第
一
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
二

号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
五
項
中
「
、
老
人
保
健
指
導

官
七
人
以
内
」
を
削
り
、
同
条
第
六
項
を
削
り
、
同
条
第

七
項
中
「
第
二
項
第
五
号
」
を
「
第
二
項
第
三
号
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
第
二

項
第
三
号
か
ら
第
九
号
ま
で
」
を
「
第
二
項
各
号
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
す
る
。

第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
第
一
号
中
「
家
族
訪
問
看
護

療
養
費
」
の
下
に
「
並
び
に
老
人
保
健
法
に
よ
る
医
療
に

要
す
る
費
用
、
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
療
養
に
つ
い

て
の
費
用
、
特
定
療
養
費
に
係
る
療
養
に
つ
い
て
の
費
用

及
び
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
指
定
老
人
訪
問
看
護

に
つ
い
て
の
費
用
」
を
加
え
、
同
条
を
第
二
十
八
条
の
四

と
し
、
第
二
十
八
条
を
第
二
十
八
条
の
三
と
し
、
第
二
十

七
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
老
人
医
療
企
画
官
）

第
二
十
八
条

保
険
局
企
画
課
に
、
老
人
医
療
企
画
官
一

人
を
置
く
。

２

老
人
医
療
企
画
官
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
厚
生

省
組
織
令
第
八
十
三
条
第
五
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
規

定
す
る
事
務
の
う
ち
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
、
企

画
及
び
立
案
に
参
画
す
る
。

〇
文
部
省
令
第
四
十
八
号

社
会
福
祉
の
増
進
の
た
め
の
社
会
福
祉
事
業
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
一

号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
小
学
校
及
び
中
学
校
の
教
諭

の
普
通
免
許
状
授
与
に
係
る
教
育
職
員
免
許
法
の
特
例
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
九
十
号
）
第
二
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
小
学
校
及
び
中
学
校
の
教
諭
の

普
通
免
許
状
授
与
に
係
る
教
育
職
員
免
許
法
の
特
例
等
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
二
年
六
月
三
十
日

文
部
大
臣

中
曽
根
弘
文

小
学
校
及
び
中
学
校
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
授
与

に
係
る
教
育
職
員
免
許
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

小
学
校
及
び
中
学
校
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
授
与
に
係

る
教
育
職
員
免
許
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
平
成
九
年
文
部
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
号
中
「
社
会
福
祉
事
業
法
」
を
「
社
会
福

祉
法
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
社
会
福
祉
の

増
進
の
た
め
の
社
会
福
祉
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

等
の
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
二
年
六
月
七
日
）
か
ら

適
用
す
る
。

〇
厚
生
省
令
第
百
四
号

厚
生
省
設
置
法（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）

第
八
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
及
び
厚

生
省
組
織
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
八
十
八
号
）

を
実
施
す
る
た
め
、
厚
生
省
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
二
年
六
月
三
十
日

厚
生
大
臣

丹
羽

雄
哉

（
老
人
保
健
指
導
官
）

第
二
十
八
条
の
二

保
険
局
企
画
課
に
、
老
人
保
健
指
導

官
七
人
以
内
を
置
く
。

２

老
人
保
健
指
導
官
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
老
人

保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
に
よ
る
医

療
の
実
施
、
入
院
時
食
事
療
養
費
の
支
給
、
特
定
療
養

費
の
支
給
、
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
及
び
移
送

費
の
支
給
に
関
し
市
町
村
長
が
行
う
事
務
に
つ
い
て
の

監
査
及
び
こ
れ
に
伴
う
指
導
並
び
に
同
法
に
よ
る
保
険

者
の
拠
出
金
の
額
の
算
定
に
関
す
る
保
険
者
に
対
す
る

指
導
監
督
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
当
た
る
も
の
と
す

る
。

第
二
十
九
条
第
二
項
中
「
及
び
特
定
療
養
費
に
係
る
療

養
」
を
「
、
特
定
療
養
費
に
係
る
療
養
及
び
老
人
訪
問
看

護
療
養
費
に
係
る
指
定
老
人
訪
問
看
護
」
に
改
め
る
。

第
二
百
九
十
五
条
中
「
、
臨
床
検
査
技
師
養
成
所
」
を

削
る
。

別
表
第
一
国
立
山
口
病
院
の
項
及
び
国
立
中
津
病
院
の

項
を
削
り
、
国
立
南
九
州
中
央
病
院
の
項
中
「
国
立
南
九

州
中
央
病
院
」
を「
国
立
病
院
九
州
循
環
器
病
セ
ン
タ
ー
」

に
改
め
る
。

別
表
第
三
（
一
）
国
立
中
津
病
院
附
属
看
護
学
校
の
項

中
「
国
立
中
津
病
院
附
属
看
護
学
校
」
を
「
国
立
別
府
病

院
附
属
中
津
看
護
学
校
」
に
改
め
、
同
表
国
立
南
九
州
中

央
病
院
附
属
鹿
児
島
看
護
学
校
の
項
中
「
国
立
南
九
州
中

央
病
院
附
属
鹿
児
島
看
護
学
校
」
を
「
国
立
病
院
九
州
循

環
器
病
セ
ン
タ
ー
附
属
鹿
児
島
看
護
学
校
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
（
一
）国
立
療
養
所
霧
島
病
院
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、平
成
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
施
行
者
は
、
場
外
発
売
場
を
設
け

よ
う
と
す
る
と
き
は
」
を
「
場
外
発
売
場
を
設
け
よ
う
と

す
る
者
は
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
施
行
者
」を「
前

項
の
確
認
を
受
け
た
者
（
以
下
「
場
外
発
売
場
設
置
者
」

と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

３

場
外
発
売
場
設
置
者
は
、
場
外
発
売
場
の
位
置
、
構

造
及
び
設
備
が
第
一
項
の
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合

す
る
よ
う
に
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

施
行
者
は
、場
外
発
売
場
に
入
場
す
る
者
を
整
理
し
、

競
走
に
関
す
る
犯
罪
及
び
不
正
を
防
止
し
、
並
び
に
場

外
発
売
場
内
に
お
け
る
品
位
及
び
衛
生
を
保
持
す
る
た

め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
振
興
会
へ
の
交
付
金
）

第
十
二
条

施
行
者
は
、
第
十
五
条
に
規
定
す
る
競
走
終

了
報
告
書
を
提
出
し
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
法
第

十
九
条
に
規
定
す
る
金
額
を
振
興
会
に
交
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
場
合
で
あ
つ
て
、
施

行
者
が
あ
ら
か
じ
め
運
輸
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
と
き

は
、
当
該
承
認
を
受
け
た
金
額
と
す
る
。」
を
「
場
合
は
、

当
該
事
務
を
実
施
す
る
の
に
必
要
と
す
る
金
額
に
相
当
す

る
金
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
施
行
者
は
、
開

催
日
の
六
十
日
前
ま
で
に
、
競
走
会
と
連
名
で
、
競
走
会

に
交
付
す
る
金
額
、
当
該
事
務
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要

な
経
費
の
見
積
り
及
び
当
該
地
域
的
な
特
殊
事
情
を
記
載

し
た
届
出
書
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

〇
運
輸
省
令
第
二
十
四
号

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

百
四
十
二
号
）
第
六
条
の
二
、
第
七
条
、
第
九
条
の
三
、

第
二
十
条
及
び
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
モ
ー

タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
二
年
六
月
三
十
日

運
輸
大
臣

二
階

俊
博

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年

運
輸
省
令
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
条
の
二
第
二
項
中
「
、
運
輸
大
臣
の
承
認
を
受
け

て
」
及
び
「
当
該
承
認
に
係
る
」
を
削
る
。

第
三
条
の
三
中
「
当
た
る
場
合
で
あ
つ
て
施
行
者
が
あ

ら
か
じ
め
所
轄
地
方
運
輸
局
長
の
承
認
を
受
け
た
と
き
」

を
「
当
た
る
と
き
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
五
号
中
「
運
輸
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
」
を

削
る
。

第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
運
輸
大
臣
の
承
認
を

受
け
た
場
合
は
」
を
「
告
示
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
場

合
に
あ
つ
て
は
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
中
「
別
記
第
二
号
様
式
」
を
「
別
記
第
一
号

様
式
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
別
記
第
四
号
様
式
」
を
「
別

記
第
二
号
様
式
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
中
「
運
輸
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
」を「
開

催
日
の
六
十
日
前
ま
で
に
運
輸
大
臣
に
届
け
出
て
」
に
改

め
、
附
則
第
四
項
中
「
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
承
認

を
受
け
て
行
う
」
を
削
り
、
附
則
第
五
項
中
「
規
定
に
よ

る
承
認
を
受
け
」
を
「
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
」
に
、「
申

請
書
」
を
「
届
出
書
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
を
削
り
、
別
記
第
二
号
様
式
を
別
記

第
一
号
様
式
と
し
、
別
記
第
四
号
様
式
を
別
記
第
二
号
様

式
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
前
日
以
前
の
日
を
初
日
と

し
て
開
催
さ
れ
る
競
走
に
係
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

前
の
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧

規
則
」
と
い
う
。）第
十
二
条
に
規
定
す
る
振
興
会
へ
の

交
付
及
び
旧
規
則
第
十
三
条
に
規
定
す
る
競
走
会
へ
の

交
付
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

旧
規
則
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
て

開
催
さ
れ
る
特
別
競
走
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

労
働
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

労
働
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
厚
生
省
令
第

二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
ロ
]
中
「
企
業
内
容
等
の

開
示
に
関
す
る
省
令
」
を
「
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す

る
総
理
府
令
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、平
成
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
労
働
省
令
第
二
十
九
号

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第

二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
労
働
基
準

法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

平
成
十
二
年
六
月
三
十
日

労
働
大
臣

牧
野

ø
守

™


